
 

 

私道防犯灯整備助成（ＬＥＤ化促進） 

予算額 ３６，２４１ 千円 

 
目的・概要 

区内には、町会･自治会が管理する私道防犯灯が２，９００灯以上あり、地域の防犯や交

通安全など安全・安心なまちづくりに大きく貢献することから、区は整備費等を助成し

ています。 

近年、蛍光灯と比較して省エネルギー効果や耐久性に優れているＬＥＤ灯の普及に伴い、

平成２４年度から不具合の発生した機器の交換時には順次ＬＥＤ灯への付け替えを開始

しましたが、その後電力事情の改善が見込まれないことや電気料金の改定など、事業を

取り巻く環境が変化してきました。 

そこで、平成２５年度以降は電気料金の大幅な削減を見込むことができ、環境負荷の低

減につながるＬＥＤ灯への付け替えを計画的に行っています。 

 
内容 

設置後２５年以上経過（昭和期に設置）した私道防犯灯を中心に、ＬＥＤ灯に付け替え

ていきます。 

担当所管 

■ 区民生活部 地域振興課 区民活動支援係 直通電話 03-5722-9871 

                       内線番号（2431） 
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商店街街路灯のＬＥＤ化推進 

予算額 ３，７６５ 千円 

 
目的・概要 

商店街が設置する街路灯のランプを省資源・省エネルギー効果の高いＬＥＤランプに交

換することにより、電気料金等の維持管理費の縮減やＣＯ２の削減を進めるため、街路灯

ランプのＬＥＤ化に要する経費の一部を支援し、区内商店街の活性化を図ります。 

 
内容 

  
商店街が設置する街路灯ランプのＬＥＤ化に

要する経費について、対象経費の９割を支援

します。 
                     負担割合 

           東京都    ８／１０ 
                      目黒区    １／１０ 
                      商店街    １／１０ 
                     対象商店街   ２商店街 
                     総事業費   ３７，６５８千円 
                     区補助金    ３，７６５千円 

 
 
 
 
 

 

担当所管 

■ 産業経済部 産業経済・消費生活課 商店街振興係 直通電話 03-5722-9881 

                             内線番号（2501） 
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エコカー購入など環境に配慮した中小企業向け融資の充実 

（中小企業資金融資、小規模企業資金融資、小口零細企業資金融資） 

予算額 １，０３５ 千円 

 
目的・概要 

中小企業における環境負荷が少ない設備の導入を促進するため、中小企業を対象とした

制度融資に優遇利率を適用します。 

 
内容 

企業にとって環境対策は重要な課題の一つですが、中小企業を取り巻く経営環境に照ら

すと取り組みが困難な面も見られます。そこで、太陽光発電の導入やエコカーの購入な

どを目的とした制度融資について利子補給を上乗せすることにより、環境対策に取り組

む企業を支援します。 
 
対象制度 
１ 中小企業資金融資（区補助 0.7％） 
２ 小規模企業資金融資（区補助 1.4％） 
３ 小口零細企業資金融資（区補助 1.4％） 
（注）上記の３融資の利率（年利）は 1.8%以内（平成 28 年 2 月 1 日現在） 

 

担当所管 

■ 産業経済部 産業経済・消費生活課 経済・融資係 直通電話 03-5722-9879 

                             内線番号（2482） 
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ヒートアイランド対策の一環として遮熱性舗装を実施 

（環境配慮型の道路整備） 

予算額 ２５，０７３ 千円 

 
目的・概要 

ヒートアイランド対策の一環として、道路表面の温度低減に効果のある遮熱性舗装や保

水性舗装など環境配慮型の舗装を行います。 
 

内容 

東京都環境局が定めた「ヒートアイランド対策推進エリア」（大崎・目黒地区）内におい

て、遮熱性舗装を実施します。 
 

 
遮熱性舗装の施工例：東京共済病院前 

 

 

 

担当所管 

■ 都市整備部 土木工事課 土木計画係 直通電話 03-5722-9764 

                      内線番号（3171） 
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目黒川の環境改善に向けたしゅんせつ工事と浄化実験の実施 

（河川の環境改善（水質改善及び施設改善）） 

予算額 ８５，２６０ 千円 

 
目的・概要 

河川環境を改善するため、水質改善対策を拡大するとともに、河川施設の補修を行いま

す。 

 
内容 

ブルドーザーによる川底の均し、河川内の清掃に加え、人力によるしゅんせつ工事を拡

大します。 

降雨時、合流式下水道施設から放出された汚濁水が起因する水面からの悪臭や白濁化を

軽減するため、浄化実験を行います。 

降雨時における河川水位、水位上昇時におけるサイレン放送、河川内への立ち入りの危

険性などを記した表示物の補修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

担当所管 

■ 都市整備部 土木工事課 工務係 直通電話 03-5722-9775 

                  内線番号（3161） 
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ふるさと「目黒のサクラ」を後世に伝えるための保全事業 

（目黒のサクラ保全） 

予算額 ６，４８３ 千円 

 
目的・概要 

区内の公園、緑道、街路樹等の桜が老齢化や生育環境の変化により樹勢が低下すること

から、植替えなどの保全・更新の取り組みを「目黒のサクラ基金」を活用して行います。 

 
内容 

 本区を代表する目黒川の桜は、都内でも有数の花見の観光名所で毎年大勢の区民、来街

者で賑わっています。また、区民の桜に対する関心が高く、各所で桜まつりが開催され

るなど、地域コミュニティやまちの誇りと愛着に繋がっています。 
ソメイヨシノ等の桜の寿命は一般的に樹齢６０年程と言われていますが、区内には目黒

川のほか、公園、緑道、街路樹等約２，３００本の桜があり、このうち約１，０００本

が今後１０年で樹齢６０年を超え、老齢化や環境の変化により樹勢が低下することから、

植替えなどの保全・更新の取り組みが必要となっています。 
平成２６年３月１１日に「目黒のサクラ基金」設立後、区民及び団体の方々から寄付を

いただき平成２７年１２月末現在で１６２件、総額で約５，５９８，０００円余となっ

ております。 
区では、区民の皆さまとともに桜の保全に取組み、いつまでも目黒の桜を多くの方々に

お楽しみ頂くとともに、ふるさと「目黒のサクラ」を後世に伝えていきます。 
【取組み】 
平成２８年度のサクラ保全事業は、専門家等による樹

木診断を行い、公園・緑道等の個々の桜の状態を把握

します。また、街路樹の桜について地域に合った再生

計画を策定します。なお、樹木診断の結果により倒木

の危険性がある桜については安全確保のため伐採を先

行して実施します。さらに、区民の方のご理解やご協

力をいただくため、事業報告会開催等の普及啓発にも

取り組みます。 
 
   

環境と調和した持続可能な社会づくりの取組 

担当所管 

■ 都市整備部 みどりと公園課 公園計画係 直通電話 03-5722-9745    

                      内線番号（3242） 
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貴重なみどりを保全する南一丁目緑地公園（仮称）整備 

予算額 ５５５，７８０ 千円 

 
目的・概要 

買取申出のあった生産緑地を公園とするため、用地の取得及び維持管理を行います。 

 

 
内容 

買取申出が提出された生産緑地を公園用地として取得し、公園として整備を進めていく

ため、都市計画決定に係る図書の作成に取り組みます。また、取得用地の除草や樹木保

護手入れ等の維持管理を行います。当該地が位置する原町住区は、一人当たり公園面積

が０．２０㎡／人であり、２２住区中２２番目（平成２７年４月１日現在）であり、周

辺には富士見台公園（８２１．２７㎡）があるだけで、公園等が不足している状況です。

この公園整備により約１，２００㎡が増加し、公園不足地域の解消に寄与するとともに、

貴重なみどりの保全を図ります。 
 

 

担当所管 

■ 都市整備部 みどりと公園課 公園計画係 直通電話 03-5722-9745 

                      内線番号（3241） 
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地域に古くから伝えられてきた在来植物の植栽・育成 

（郷土種植栽・育成） 

予算額 ３，０７８ 千円 

 
目的・概要 

目黒区では、いきものに配慮した公園の整備、区民の参加による公園活動や生物調査な

どによって、身近な場所にもさまざまな生物が生息していることがわかっています。こ

うした生物やその生息できる自然環境を守り育てながら次世代に引き継いでいくため、

平成 25年度に策定した目黒区生物多様性地域戦略(以下「地域戦略」という。)に基づき、

人といきものとのふれあいや季節感を感じるまちづくりに向けて、区民と行政等が連携

しながら、潤いや安らぎのある都市緑化の推進を図ります。 

 
内容 

地域戦略において生物の移動経路であるエコロジカルネットワークの核となるみどりの

拠点とされている公園では、さまざまな活動が地域住民の参加により行われています。

28 年度は、こうした公園のひとつである菅刈公園において、地域住民とともに郷土種(地
域に古くから伝えられてきた在来の植物)を植栽・育成しながら既存の樹林を守り、自然

環境を次世代に引き継いでいきます。 
  

担当所管 

■ 都市整備部 みどりと公園課 みどりの係 直通電話 03-5722-9359 

                      内線番号（3261） 

環境と調和した持続可能な社会づくりの取組 

 
郷土種であるクヌギのドングリを植え付け、育てる 

 
地域の子供たちによる郷土種の苗木の植樹 
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目黒清掃工場前面道路を低騒音型の排水性舗装に変更 

（目黒清掃工場周辺環境対策） 

予算額 １１，４８５ 千円 

 
目的・概要 

清掃工場の前面道路である補助１９号線において平成２８年度に東京都による水道工事

が予定されています。清掃工場前面の自動車による交通騒音をより一層低減し、清掃工

場周辺の生活環境を改善するため、水道工事に係る舗装復旧の仕様を通常舗装から排水

性舗装に変更することとし、必要な費用を負担します。 

 
内容 

 目黒清掃工場建替事業は、平成２９年度から３４年度まで予定されています。現在、清

掃車両による出入りや工事期間中の工事車両の通行などにより、地元住民には、負担を

かけること及び現在の測定においても自動車騒音等が環境基準を超えていることから、

少しでも早い時期に生活環境を改善すべきと判断し、今回、東京都が行う目黒清掃工場

前面道路（補助１９号線）水道工事に係る舗装復旧工事に併せ、通常舗装仕様を低騒音

型の排水性舗装に変更する費用を負担します。 
 
 
 
                      

担当所管 

■ 環境清掃部 環境保全課 公害対策係 直通電話 03-5722-9384 

                    内線番号（3332） 
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水銀の排出を削減し水銀汚染の防止に向けた蛍光管等の分別回収 

（蛍光管等の分別回収と適正処理） 

予算額 ４６，２９５ 千円 

 
目的・概要 

水銀の排出を削減し、地球規模の水銀汚染の防止を目指す「水俣条約」制定による国や

都の動向を踏まえ、平成２８年度から蛍光管等の分別回収と再資源化を実施します。 

 
内容 

水銀を含む蛍光管や電球、水銀体温計及び水銀血圧計をごみとして捨てる場合、月２回

の「燃やさないごみ」の収集日のうち、指定した１回の朝８時までに他の「燃やさない

ごみ」と分けて集積所に出していただくようにします。 
回収した蛍光管等は、資源化処理事業者に委託して、適正にリサイクルを行います。 

 
 

担当所管 

■ 環境清掃部 清掃事務所 作業係 直通電話 03-3719-5345 

                  内線番号（3819） 
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